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輸血製剤の注文・搬出は日勤帯が原則！ 
☆輸血部では、「血液センターへの製剤の

発注」「輸血製剤の入庫・出庫業務」「交差

適合試験」を本年 1月から 24時間体制で
行っています。しかし、医師自らが輸血関

連検査を行うことなく、いつでも輸血製剤

が入手可能になったため、安易に時間外に

輸血製剤を注文する弊害が起きています。 
☆輸血過誤を予防する観点からも、輸血部

職員が手薄な時間外の輸血オーダーは、緊

急輸血に限るようお願いします。 
☆輸血の日当直は検査部と合同のため、時

間外に輸血業務・検査に関するお問い合わ

せをされても、日当直者が回答できない場

合があります。お問い合わせも、できるだ

け時間内にして頂くようお願いします。

本院の輸血の運用をご理解下さい 
☆新年度が始まりました。他病院に勤務さ

れてまだ本院に慣れていらっしゃらない

医師や、研修医が仕事に従事する時期です。

この時期に、輸血に関する事故が起こりが

ちです。 
☆一方、輸血に関して、厚生労働省から多

くの「指針」や「マニュアル」が示されて

おり、私たち医療従事者は、それらを遵守

しなければなりません。また「指針」や「マ

ニュアル」と違った運用を行う場合は、

「輸血療法委員会」などの会議で決定し、

病院全体の方針として施行されることに

なります。そのため「指針」や「マニュア

ル」を踏襲しつつも、各々の病院独自の事

情を加味した輸血の運用が行われている

のです。 
☆本院も例に漏れず、本院独自の輸血の運

用があります。一部ですが、Q&A 方式で
ご紹介します。 

     輸血の同意      

１．なぜ同意書が必要なのか？ 

☆健康保険法で、平成９年度より「輸血に

あたって、あらかじめ文書にて輸血の同意

を得なければならない」とされました。医

科点数の解釈によると、「輸血料は、患者

に対して文書で同意を得た場合に算定す

る」となっています。ですから必ず「輸血

同意書」で同意を得て下さい。 

２．手術の同意書の中に「輸血」に関する

項目があり、この文書で同意が得られ

れば「輸血同意書」は不要では？ 

☆本院の「輸血同意書」は平成９年の医長

会議（現業務連絡会議）で、本院の公式文
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書として承認されたものです。ですから輸

血に関しては「輸血同意書」で同意を得て

下さい。 

３．患者本人から同意を取得できない場

合には？ 

☆患者本人が意識のない場合や未成年者

では、家族から同意を取得して下さい。ま

た緊急の場合には、輸血後に事後承諾され

ても構いません。緊急で同意が得られない

場合には、「輸血同意書（同種血）」の下の

欄に記載して下さい（別紙参考）。

 

４．輸血同意書は４枚綴りになっている

が？ 

☆１枚目から、「患者様用」「輸血部保管

用」「医事課用」「カルテ保管用」となって

います。同意を得た場合には、「輸血部保

管用」を輸血部に提出して下さい。６月稼

動予定の輸血オーダリングでは「輸血同意

の有無」の項目が設定されます。しかし「文

書で同意を得なければならない」とされて

いる以上、「輸血同意の有無」の項目をチ

ェックすれば同意書不要、というわけには

いきません。これからも輸血同意書は必要

になるでしょう。 

５．輸血同意書の有効期限は？ 

☆輸血同意書（同種血）にも記載されてい

るとおり、血液内科、小児科などの血液・

悪性腫瘍の疾患の場合には１年間です。外

科系の場合は原則的に手術毎としていま

すが、同一疾患における再手術の場合は、

あらたに同意書を取得する必要はありま

せん。 

６．他院で取得された輸血同意書は有効

か？ 

☆輸血同意の取得には、医事会計の問題も

含んでいます。本院において輸血料を算定

するためには、本

院での輸血の同意

が必要となります。

ですから、他院で

輸血の同意を得た

患者さんの場合で

も、本院で輸血同

意書を取り直して

頂くことになりま

す。 

  輸血製剤の取り扱い    

１．輸血製剤の保管方法は？ 
☆輸血製剤は厳密に保管しなければ、劣化

を起こして有効性が低下したり、副作用の

頻度が高くなる可能性があります。輸血部

から搬出したらすぐに使用するようにし

て下さい。搬出後すぐ使用できない状況の

場合には、輸血専用保冷庫に保管して下さ

い。なお各製剤の至適温度は以下の通りで

す。お間違えのないようにお願いします。 
 赤血球製剤：４～６℃ 冷蔵保存 

 FFP：—20℃以下 冷凍保存 
 血小板製剤：20～24℃ 要振盪＊ 

（＊振盪器のない病棟では、一時保管も

不可） 

 

２．搬出時の注意事項は？ 
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☆輸血部から輸血製剤を搬出する場合に

は、輸血部にいる職員と搬出する職員とで、

照合確認を行います。確認項目は、日付、

科名、病棟名、患者名、血液型、製剤種、

製剤番号、放射線照射の有無、白血球除去

フィルター搬出の有無、です。必ず声に出

して確認しましょう。確認が済みましたら、

搬出台帳にサインをお願いします。 
☆搬出する人の職種は、特に限定はしてい

ません。但し、本院にまだ正式に採用され

ていない新年度の研修医については、指導

医が搬出の責任を負うことを条件に、搬出

を容認しています。 
３．搬出後製剤を使用しなかった場合に

は？ 
☆輸血製剤は何の安定化処理も施されて

いないこと、搬出後の保存状態が保証でき

ないこと、などより、厚生省の「血液製剤

管理マニュアル」では、搬出後未使用製剤

は原則廃棄とする、としています。但し、

手術室等で厳重に管理されているものは

例外的に転用をしてもよい、その際には記

録が必要、とも記されています。 
☆一方、献血者の減少、高齢化による使用

量の増加より、輸血製剤は慢性的に不足し

ています。ま

た搬出後未

使用製剤を

全て廃棄と

した場合、そ

の廃棄血を

金額に換算

すると年間

1000万円以上にもなります。 
☆これらの状況を踏まえて本院では、搬出

後の未使用製剤は、他の患者さんへ転用し

ています。本院における「輸血製剤の転用」

は、以下の通りで行って下さい。 
・ 輸血部から搬出後未使用となった製剤

は、速やかに輸血部に返却する 
・ 速やかに返却できない場合には、輸血

部に連絡の上、各病棟・部門の輸血専用

保冷庫に厳重に保管する（輸血部技官が、

搬出日翌朝または休日の翌朝に回収し

ます） 
・ 輸血をオーダーした医師は、搬出後未

使用製剤が発生した場合には、所定の

「廃棄・転用依頼書」を記載し、輸血部

へ提出する 
☆これらは、３月の「輸血療法委員会」及

び４月の「病院運営会議」での決定事項で

す。遵守して頂くようお願いします。 
☆血小板製剤は、病棟では温度管理の問題

上、長時間保管できません。不要になった

場合には、速やかに返却して下さい。 
☆搬出後未使用の製剤は、他の患者さんに

使用されることを充分ご理解の上、厳重に

取り扱って頂くようお願いします。 
４．輸血をオーダーしたが、搬出前に不要

になったら？ 
☆速やかに輸血部にお電話下さい（内線

5580 または PHS 2029）。 
☆輸血用製剤はオーダーされた時点で、当

該患者さん用に確保し、他の患者さんへ出

庫しないようにしています。ですから、連

絡がないとずっと確保し続けることにな

ります。不要になったら必ずご連絡下さい。

使用期限の短い血小板製剤は特にご注意

下さい。 


